
　

所
得
区
分
Ⅱ
に
該
当
し
、
過
去
１２
カ
月
で

通
算
９０
日
以
上
の
入
院
が
あ
っ
た
場
合
、
食

事
代
の
減
額
対
象
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

町
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

所得区分Ⅱの限度額適用・
標準負担額認定証をお持ちの方へ

１食１８０円

１食２３０円

※ 申請日以降の食事代に限ります。

過去１２カ月の入院日数が９１日以上

過去１２カ月の入院日数が９０日以上

提出するもの
◎申請書　◎入院証明書など

問
町
町
民
課
国
保
年
金
係 

☎
０
５
５
―

２
７
２
―

１
１
０
５

減 額 申 請

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
の
皆
さ
ま

新
し
い
保
険
証
を
７
月
中
に
お
送
り
し
ま
す

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は
７
月
31
日
が
有
効
期
限
で
す

令
和
６
・
７
年
度
分
の

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
改
定
さ
れ
ま
す

保
険
料
は
２
年
に
１
回
見
直
さ
れ
ま
す

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
が

８
月
１
日
よ
り
更
新
さ
れ
ま
す

　

今
年
度
の
保
険
料
額
が
決
定
し
ま
し
た
（
詳
細
は
、
下
の
「
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
が
改
定
さ
れ
ま
す
」
を
ご
覧
下
さ
い
）。

　

加
入
者
の
保
険
料
額
は
、
昨
年
中
の
所
得
が
確
定
す
る
こ
の
時
期
に
決
定

し
、
保
険
料
決
定
通
知
書
な
ど
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
方
以
外
で
、
口
座
振
替
を
申
請
さ
れ
て
い

な
い
方
は
納
付
書
が
届
き
ま
す
。
各
納
期
限
内
に
金
融
機
関
窓
口
で
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
、
口
座
振
替
を
ご
検
討
下
さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
医
療
費
等
の
自
己
負
担
額
を
除
く
費
用

（
医
療
給
付
費
）
を
、
公
費
が
５
割
、
現
役
世
代
（
０
～

７４
歳
）
が
約

４
割
を
負
担
し
、
残
り
の
約
1
割
を
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
で
賄
っ
て

い
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
保
険
料
率
を
２
年
に
1
回
見
直
す
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
今
回
の
改
定
で
は
、
国
の
制
度
改
正
に
よ
る
「
出
産
育

児
支
援
金
の
導
入
」、「
後
期
高
齢
者
負
担
率
の
増
加
」
や
「
団
塊
の
世
代

の
加
入
に
よ
る
被
保
険
者
数
の
増
加
」、「
被
保
険
者
１
人
に
係
る
医
療
給

付
費
の
大
幅
な
増
加
」
を
背
景
に
、
令
和
６
・
７
年
度
の
保
険
料
を
改
定
し

ま
し
た
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
75
歳
以
上
全
員
と
所
定
障
害
の
65
歳
以
上
含
む
）

に
加
入
し
て
い
る
方
が
お
持
ち
の
保
険
証
は
、
７
月
31
日
が
有
効
期
限
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
今
月
中
に
新
し
い
保
険
証
（
さ
く
ら
色
）
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

郵
送
の
方
法
は
、
配
達
状
況
を
記
録
し
、
受
取
人
様
の
郵
便
受
箱
に
配
達

す
る
特
定
記
録
郵
便
で
す
。

　

受
け
取
っ
た
ら
、
自
分
の
も
の
に
間
違
い
な
い
か
よ
く
確
認
し
、
お
手
元
に

届
い
た
日
か
ら
必
要
に
応
じ
て
お
使
い
下
さ
い
。

　

古
い
保
険
証
は
、
８
月
以
降
使
え
ま
せ
ん
。
大
切
な
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
各
自
で
細
か
く
裁
断
す
る
な
ど
、
確
実
に
破
棄
し
て
下
さ
い
。

今
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
が
決
定
し
ま
し
た

加
入
者
の
皆
さ
ん
に
保
険
料
決
定
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

    国民年金免除・納付猶予申請
免除猶予期間は翌年６月まで 国

民
年
金
の
納
付
が
困
難
な
方
へ

国
民
年
金
の
納
付
が
困
難
な
方
へ

国
民
年
金
の
免
除
申
請

国
民
年
金
の
免
除
申
請

７
月
ス
タ
ー
ト

７
月
ス
タ
ー
ト

下記の①～②に該当する方は、早めの手続きをお願いします。
①所得の減少等の理由により保険料の免除を新たに希望する方

② 昨年度（令和５年７月～令和６年６月）の免除申請が承認された方

で、一部免除の方、退職等の特例により免除の承認を受けている

方、免除の継続を希望されなかった方

※ 免除申請も保険料の納付もしていない場合は、保険料未納期間とな

ります。

　未納のままにしておくと、将来の年金だけでなく、障害や死亡といっ

た不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取る

ことができない場合があります。免除を希望される方は早めの手続き

をお願いします。

申請は町町民課、年金事務所窓口で行うことができます。

郵送申請も可能（日本年金機構ホームページから申請書をダウンロード）

問ねんきん加入者ダイヤル☎ 0570-003-004

問竜王年金事務所  ☎ 055-278-1104

問町町民課国保年金係☎ 055-272-1105

令和
６年度 

　限度額適用・標準負担額減額認定
証と限度額適用認定証は、令和６年８
月１日から新しいものとなります。
　これらの認定証の色は変更ありませ
ん。発行される認定証はすべて有効
期限が令和７年７月３１日までのものと
なり、保険証とは別に交付します。

※１  均等割額は、世帯の所得水準に合わせて軽減されます。
詳細は、被保険者証同封のパンフレットをご覧下さい。

※２  制度改正に伴う負担増が生じぬよう、令和 6 年度に限
り、年金収入等１５３～２１１万円相当の方の所得割率は、
１０．２０％となります。

※３ 令和 6 年度：７３万円　令和 7 年度：８０万円

改定前 ( 令和４・５年度 )

保険料率
均等割額 ４０，９８０円

所得割率 ８．３０％

保険料の賦課限度額（上限額） ６６０，０００円

改定後 ( 令和６・７年度 )

保険料率
均等割額 ５０，７７０円

所得割率 １１．１１％

保険料の賦課限度額（上限額） ８００，０００円

令和６年度後期高齢者医療保険料令和６年度後期高齢者医療保険料（改定前・改定後）（改定前・改定後）

※１

※２

※３

お手元に届きましたら、紛

失等に十分注意し、大切に

保管しましょう。

　現在お持ちの国民健康保険証は７
月３１日水が有効期限です。
　８月１日木から使える新しい保険
証は、７月３１日水までに世帯主様あ
てで郵便受箱に配達する特定記録郵
便で郵送します。
　お手元に届きましたら記載内容と、
国民健康保険に加入している方全員
分の保険証があるか確認をお願いし
ます。
　古い保険証は、細かく裁断するな
ど、確実に破棄して下さい。

７７月月はは国民健康保険証国民健康保険証のの

更新時期更新時期ですです

国民健康保険加入者の皆さまへ
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地
域
の
方
々
や
商
工
会
な
ど
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
小
学
校

に
お
け
る
「
地
域
探
検
」
や
中
学
校
に
お
け
る
「
職
場
体
験
」

を
推
進
し
て
い
ま
す
。
４
中
学
校
区
に
設
置
し
て
い
る
「
地
域

学
校
協
働
本
部
」
を
中
心
に
、
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い

た
だ
く
中
で
、
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
あ
ふ
れ
る
市
川
三
郷
町
を

共
に
作
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

渡
井
渡
井  

渡渡  

教
育
長

教
育
長

み
さ
と
学

み
さ
と
学

　
『
み
さ
と
学
』
と
は
、
市
川
三
郷
町
の
小
中
学
校
で
過
ご
す
９
年

間
を
通
し
、
地
域
社
会
と
連
携
し
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
に
愛
着
と

誇
り
を
持
ち
、
夢
と
希
望
を
胸
に
未
来
を
切
り
拓
く
子
ど
も
た
ち

を
育
成
す
る
教
育
で
す
。

問
町
教
育
委
員
会
☎
０
５
５（
２
７
２
）
６
０
９
３

ふ
る
さ
と
キ
ャ
リ
ア
教
育

ふるさとに愛着と誇りを持ち、
　　　夢と希望を胸に未来を切り拓く
　　　　　　　  児童・生徒の育成を目指します

　

児
童
・
生
徒
が
、
地
域
の
人
た
ち
と

児
童
・
生
徒
が
、
地
域
の
人
た
ち
と

の
交
流
や
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
活
動
を
通

の
交
流
や
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
活
動
を
通

し
て
、
ふ
る
さ
と
を
知
り
、
自
ら
を
み

し
て
、
ふ
る
さ
と
を
知
り
、
自
ら
を
み

つ
め
、
自
ら
の
生
き
方
を
考
え
る
学
習

つ
め
、
自
ら
の
生
き
方
を
考
え
る
学
習

を
令
和
３
年
度
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。

を
令
和
３
年
度
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
気
持
ち
は
、
ふ

　

ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
気
持
ち
は
、
ふ

る
さ
と
の
こ
と
を
知
る
こ
と
か
ら
始
ま
り

る
さ
と
の
こ
と
を
知
る
こ
と
か
ら
始
ま
り

ま
す
。

ま
す
。

　

生
ま
れ
育
っ
た
町
、
今
現
在
住
ん
で
い

　

生
ま
れ
育
っ
た
町
、
今
現
在
住
ん
で
い

る
町
、
自
分
が
通
う
学
校
が
あ
る
町
を

る
町
、
自
分
が
通
う
学
校
が
あ
る
町
を

広
く
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
と
ら
え
、
ふ

広
く
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
と
ら
え
、
ふ

る
さ
と
の
自
然
や
人
々
、
歴
史
や
文
化
、

る
さ
と
の
自
然
や
人
々
、
歴
史
や
文
化
、

産
業
な
ど
を
自
ら
学
ぶ
こ
と
で
、
愛
着

産
業
な
ど
を
自
ら
学
ぶ
こ
と
で
、
愛
着

が
自
然
に
湧
き
出
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

が
自
然
に
湧
き
出
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

みさと学イメージみさと学イメージ

学
校

小学校小学校 中学校中学校

・９年間の系統的・９年間の系統的
　　　な教育過程　　　な教育過程

・社会に開かれた・社会に開かれた
　　　　教育過程　　　　教育過程

ふるさと教育ふるさと教育
キャリア教育キャリア教育

の実施の実施

地
域
社
会

家庭家庭 産業界産業界

幼稚園・保育所、幼稚園・保育所、
青洲高校青洲高校とも連携とも連携

の提供の提供

支援 要望 働きかけ支援

連連    

携携

この図はみさと学体系図の抜粋です。
詳細な体系図は QR コードからご覧いただけます☞

　

中
学
校
で
は
、「
働
く
と
い

う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」

を
テ
ー
マ
に
、
町
内
事
業
所
や

保
育
園
、
図
書
館
な
ど
を
訪
れ

る
職
場
体
験
学
習
を
行
っ
て
い

ま
す
。
働
く
人
々
の
熱
意
に
触

れ
、
地
域
の
よ
さ
と
、
自
分
の

生
き
方
を
考
え
る
充
実
し
た
学

習
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Exploration
Exploration

Experience
Experience

　

小
学
校
で
は
、
地
域
を
知

る
学
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、農
産
物
の
栽
培
・

収
穫
、
紙
漉
き
な
ど
の
体
験

学
習
、
歴
史
遺
産
や
お
店
、

公
共
施
設
な
ど
の
施
設
見
学

を
行
っ
て
い
ま
す
。
地
域
に

対
す
る
興
味
関
心
を
も
ち
、

地
域
に
愛
着
を
感
じ
る
よ
う

な
学
習
に
な
っ
て
い
ま
す
。

地域の皆さまのご理解とご協力をお願いします

地
域
探
検

職
場
体
験

市 川 三 郷 町 ふ る さ と キ ャ リ ア 教 育市 川 三 郷 町 ふ る さ と キ ャ リ ア 教 育
推進協議会推進協議会

体験活動・体験活動・
学習学習

▲職場体験

▲大塚にんじん収穫体験

『
み
さ
と
学
』
は

ふ
る
さ
と

ふ
る
さ
と
を
知
る
知
る
こ
と

か
ら
始
ま
り
ま
す
ー

有料広告

有料広告
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